
２１世紀の土砂災害対策を考える懇談会

資料１

第１回及び第２回懇談会議事内容の整理

※［ ］内の数値は開催した時点の懇談会の回数

．公共事業を取り巻く今後の課題

○ 予算の効率的・効果的な投資

・ 土砂災害危険箇所を精査し、箇所数の厳選、優先度付けなどにより、効果的
な対策の進め方を検討することが必要［２］。

・ 事業費が厳しくなる状況を踏まえると、例えば、１箇所当たりの事業のコストを
抑えて、現在のペース以上で事業を進めるなどの方法についても検討すること
も必要［２］。

・ 近年の集中豪雨が頻繁に発生する状況から、大規模な山崩れ、河川の氾濫
等による災害が発生しやすい状況にある。厳しい財政状況の下でハード対策
が進まない中で、自然災害から生命・財産等の安全を確保するための施策や
事業の進め方について検討することが必要［２］。

○ 管理へのシフト

・ これからは既存の施設をうまく活用していく時代。メンテナンスなど管理へのシ
フトも２１世紀の土砂災害対策と言えるのではないか［２］。

○ 砂防事業への関心の啓発・高揚

・ 厳しい予算の状況にあることから、今後事業を進める上で、国民の砂防事業
への関心を高めることが重要［２］。

．高齢化社会を取り巻く今後の課題

○ 災害弱者の現状等を踏まえた対策、支援

・ 社会福祉の観点では、災害弱者が危険な地域に住んでいる（住まわざるを得
ない）現状について踏まえた上で、どのような対策、支援を考えていくか検討が
必要［１］。

．都市と地方を取り巻く今後の課題

○ 都市化・市街化の進展への対応

・ 土砂災害対策を考える上で、自然災害に起因する必然的なものと、２１世紀の
急激な都市化による軋轢によるものがあり、対策を実施する上で課題の方向
性が異なる。そのため、各々の観点での課題、対策の整理が必要［２］。

・ グリーンベルト事業及び土砂災害防止法のそれぞれの内容と関係について整
理することが必要。その上で、課題や対策を明らかにすることが必要［２］。

・ 斜面の土地利用を考える場合、元来その土地が有する、人間生活の「扶養能
力」を考慮することが必要。斜面を開発する場合には、その土地が「扶養能力」
を保持できうるものか検討しておくことが必要［２］。

○ 棚田、山林の保全



・ 耕作放棄地となった棚田の保全は、国土保全上注目されていることから、砂防
事業による棚田の保全について検討してはどうか［２］。

・ 山林所有者の相続税の関係で、山林の分割が進んでおり、これらを保全する
対策がないことから、国によって保全していく方法について検討してみてはどう
か［２］。

．環境を取り巻く今後の課題

○ 里山の再生

・ 一般的に、森林が荒れているため管理が必要であると言われているところで
あるが、本当にそういう状況にあるのか科学的に分析した上で、施策に反映し
てほしい［２］。

・ 都市の開発が進展していった結果、山裾の地域の景観、産業廃棄物、土砂採
取など土地利用が混乱している状況。このような中、都市と自然の接する山麓
を担っている砂防が、さらに一歩踏み込んで、美しい日本を形成するという観
点からビジョンを描かれることを期待したい［１］。

○ 自然との共生、都市環境の保全

・ 砂防施設の整備に当たって、自然の景観との調和を図る上で、施設の形状等
にできるだけ配慮していただきたい［２］。

・ 各自治体が景観条例等で良好な緑地帯を維持している状況で、斜面住宅を推
進するようなことは景観上様々な問題を有している場合がある。そのため、斜
面空間の利用に関する施策を展開するに当たっては慎重な検討が必要［２］。

．社会を取り巻く今後の課題

○ 効果的な土地利用規制等の推進

・ 土地利用規制などのネガティブな規制だけでなく、斜面全体を一体としてとら
え、施設整備等を通じ、適切に住宅の誘導を図り安全な斜面空間を創出する
対策を推進することも必要［２］。

・ 急傾斜地の危険箇所は現在も増加しているのかどうか。急傾斜地の危険箇所
は土地の開発等土地利用の変化と大きく関係していることに留意すべき［１］。

・ 土地利用の観点では、近年の都市の開発意欲が落ちている現状を踏まえる
と、現時点から今後どのような対策を講じていくのか、留意することが必要
［１］。

・ 土砂災害防止法により特別警戒区域等の指定が推進された場合、施設整備
によるハード対策あるいは住宅移転が求められることになるが、市街化の進ん
だ区域において、施設整備を行う十分な予算がない現状のもとで、どのように
地域に説明し、区域等の指定を進めていくのか整理しておくことが必要［２］。

○ 財産まで含めたリスクマネージメントと面的・広域的な地域での対策

・ 住民が危険であると言われても実感を持たないのは、土砂災害に遭うと考え
ていないため。そのため、生命のみならず、財産などの被害についても強調す
べき。財産まで含めたトータルのリスクマネージメントや対策について検討する
ことが必要［１］。

・ 土砂災害対策を考える場合に、地域を個別のポイントで捉えるのではなく、面
的・広域的に捉え、地域のまとまりで考えることが必要［１］。

○ ＩＴ技術の適切な活用

・
ソフト対策における情報提供に関しては、防災無線や一般の通信回線等の情
報提供手段の現状とメリット、デメリットなどを念頭においておくことが必要



［１］。

○ 「知らせる努力」と「知る努力」

・ 土砂災害に対して危険であるという情報をいかに地域住民に知ってもらうか、
知らせるためにはどうすべきか検討することが必要［１］。

・ 例えば、一般住民の認識を高める上で、個人の土地利用が国土の一部であ
り、災害リスクを担っているという意識を持たせるため、税制的な手法を用いる
などのアプローチも考えられる［１］。

・ 住民にとって土砂災害に関する情報は知りたくない情報。これを住民が「知る
努力」を如何に支援するかが課題［１］。

・ 災害に遭いやすいのは、新しく山麓に住み始めた自然を知らない新住民。この
ような新住民にいかにその地域の「災害環境」を知ってもらう努力の積み重ね
が必要かつ重要［１］。

・ ハザードマップは、危険の潜在性を示し、地域住民の防災の意識を高めるた
めの防災対策の第一歩。従前は観光産業への影響、イメージ低下等を考慮し
作成されていなかったが、むしろ今後は、防災対策の万全の備えとして、これ
を観光の目玉にするぐらいの意識が必要［１］。

・ ハザードマップにおける危険箇所の想定などについて、研究レベルにおいて、
一層の技術や精度の向上が必要［１］。

・ 都会の生活では土砂災害に対する意識は希薄。これを知ってもらうためには、
危険を強調するという視点からの情報提供ではなく、受け手にとって興味を引
くように見せることが必要［１］。

・ 「水防演習」と同様に「砂防演習」のようなものを実施し、災害を想定した避難
訓練等、砂防事業における植樹体験などを通じて、住民の土砂災害に対する
意識の高揚を図ることが必要［２］。

．国民生活を取り巻く今後の課題

○ 公共事業への住民参加

・ 行政の「知らせる努力」、住民の「知る努力」に加え、一旦災害に見舞われた場
合のその後の復興のため、まちづくりへの住民参加の視点も考慮することが
必要［１］。

・ これからは地域と行政が連携していく時代であり、今が具体的取り組みを始め
るのによいチャンス。気象や災害など興味のある地域の方々の参画を得て、
地域の防災意識を高めていく活動を展開していくことが必要［１］。

・ 住民参加や連携に関して、アドプト制度の取り組みを想定しているのであれ
ば、責任の所在の明確化や維持費の拠出などの問題があるので留意すること
が必要［２］。

．全体を通して

・ ２１世紀型土砂災害対策の方向については、土砂災害対策としての今後の考
え方を網羅的・包括的に整理した上で、対策を提示していただきたい［２］。

・ 次回の懇談会では、２１世紀型土砂災害対策を進める上での論点を整理、明
確化した上で、都市と斜面対策、コスト縮減への対応、ソフト対策等危機管理
のあり方などいくつかの柱立てにとりまとめ、議論することとしたい［２］。


